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（
内
閣
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
消
費
者
紛
争
の
増
加
、
複
雑
化
等
の
事
情
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
紛
争
の
適
正
か
つ

迅
速
な
解
決
を
図
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
全
国
的
に
重
要
な
消
費
者
紛
争
に
つ
い
て
和
解
の
仲
介
及

び
仲
裁
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
セ
ン
タ
ー
の
目
的
及
び
業
務
の
範
囲

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
目
的
及
び
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
に
、

消
費
生
活
に
関
し
て
消
費
者
又
は
消
費
者
契
約
法
に
規
定
す
る
差
止
請
求
を
行
う
適
格
消
費
者
団
体
と
事
業
者
と
の
間
に
生

じ
た
民
事
上
の
紛
争
（
以
下
「
消
費
者
紛
争
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
解
決
が
全
国
的
に
重
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
重
要
消
費
者
紛
争
」
と
い
う
。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
を
加
え
る
。

二
、
紛
争
解
決
委
員
会

１

重
要
消
費
者
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
和
解
の
仲
介
及
び
仲
裁
の
手
続
（
以
下
「
重
要
消
費
者
紛
争
解
決
手
続
」
と
総
称
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す
る
。
）
を
実
施
す
る
等
の
た
め
、
セ
ン
タ
ー
に
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
紛
争
解
決
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

委
員
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

３

委
員
は
、
法
律
又
は
商
品
若
し
く
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総

理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

４

重
要
消
費
者
紛
争
解
決
手
続
に
参
与
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
、
特
別
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
和
解
の
仲
介

１

重
要
消
費
者
紛
争
の
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
和
解
の
仲
介
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

和
解
仲
介
手
続
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上
の
仲
介
委
員
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。

３

仲
介
委
員
は
、
和
解
の
仲
介
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
和
解
仲
介
手
続
へ
の

出
席
又
は
事
件
に
関
係
の
あ
る
文
書
若
し
く
は
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
和
解
案
を
作
成
し
、
当

事
者
に
対
し
、
そ
の
受
諾
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

和
解
仲
介
手
続
が
不
調
に
終
わ
っ
た
後
、
和
解
の
仲
介
の
申
請
を
し
た
者
が
一
月
以
内
に
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
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時
効
の
中
断
に
関
し
て
は
、
当
該
和
解
の
仲
介
の
申
請
の
時
に
、
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

重
要
消
費
者
紛
争
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
訴
訟
が
係
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
和
解
仲
介
手
続
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
の
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
当
事
者
の
共
同
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
受
訴
裁
判
所
は
、
四
月
以
内
の
期
間
を

定
め
て
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
仲
裁

１

重
要
消
費
者
紛
争
の
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

仲
裁
の
手
続
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上
の
仲
裁
委
員
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。

３

仲
裁
委
員
は
、
仲
裁
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
事
件
に
関
係
の
あ
る
文
書
又

は
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
結
果
の
概
要
の
公
表
と
義
務
履
行
の
勧
告

委
員
会
は
、
和
解
仲
介
手
続
又
は
仲
裁
の
手
続
の
終
了
後
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
和
解
又
は
仲
裁
判
断
で
定
め
ら
れ
た
義
務
に
つ
い
て
、
当
該
義
務
の
履
行
に
関
す
る
勧
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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六
、
消
費
者
紛
争
に
関
す
る
セ
ン
タ
ー
の
そ
の
他
の
業
務

１

セ
ン
タ
ー
は
、
和
解
仲
介
手
続
に
よ
っ
て
重
要
消
費
者
紛
争
が
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
申
請
を
し
た
消
費
者
が
当

該
和
解
仲
介
手
続
の
目
的
と
な
っ
た
請
求
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
と
き
は
、
訴
訟
の
準
備
又
は
追
行
を
援
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
消
費
者
か
ら
消
費
者
紛
争
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
解
決
を
図
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
手
続
の
選
択
に
資
す
る
情
報
を
当
該
消
費
者
に
提
供
す
る
。
ま
た
、
当
該
苦
情
の
処
理
の
た
め
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
。

３

セ
ン
タ
ー
は
、
消
費
者
紛
争
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
を
有
す
る
地
方
公
共
団
体
等
に
対

し
、
そ
の
提
供
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
収
集
し
た
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
し
、
必
要
と
認
め
る
場

合
に
は
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
、
又
は
関
係
行
政
機
関
に
対
し
、
意
見
を
付
し
て
当
該
結
果
を
通
知
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


